
４．本事業の効果測定および今後の方向性について

1 目指す将来像を踏まえた目標

本事業の目標は、以下の3点であった。

1
農業遺産および世界かんがい施設遺産の魅力を幅広く発信することにより、遺産のある
地域の景観や文化、風土、特産品も含めた地域全体の魅力に注目が集まり、農業遺
産および世界かんがい施設遺産が脚光を浴びる。

2
本事業を通して農業遺産および世界かんがい施設遺産の魅力を発信することによって、
両遺産のある地域のみならず、多くの課題を抱えている地域にとっても課題解決のため
の参考となる。

3
本事業を通して農業遺産および世界かんがい施設遺産の魅力を発信することによって、
両遺産に興味を持った消費者が実際に現地を訪問し、「着地型観光」が展開されること
によって地域全体の活性化に繋がる。

2 効果測定方法

本事業の効果測定方法は、以下の3点。

1
農業遺産認定地域が出展するイベント・販売会において実施する「来場者向けアンケート
調査」を実施し、農業遺産および世界かんがい施設遺産のついての認知度、興味をもった
かどうかとうについてヒアリングする。
◎測定方法：イベント・販売会における来場者へのアンケート調査

本事業の実施当初の目標および効果測定方法は以下の通り。

農業遺産および世界かんがい施設遺産の認知度向上

２
地域ごとにイベント・販売会の結果、具体的にはどのくらい販路が開拓できたか、売上がどの
くらい上がったのかをヒアリングする。

◎測定方法：農業遺産地域の担当者へのアンケート調査

農業遺産地域を対象にしたイベント・販売会のマッチング

３
地域ごとにSNSによる情報発信の結果、具体的には期間内に何回発信したのか、いいね
の数、インプレッション数をヒアリングする。

◎測定方法：世界かんがい施設遺産地域の担当者へのアンケート調査

世界かんがい施設遺産地域のSNSの情報発信の効果



農業遺産および世界かんがい施設遺産の認知度向上

３. あなたは「農業遺産(世界農業遺産・日本農業遺産)」について知っていましたか。

【農業遺産について】

知っていた 50

言葉だけは知っていた 101

知らなかった 161

16%

32%

52%

知っていた 言葉だけは知っていた 知らなかった

農業遺産についてはまだまだ認知度は低く、
「知らなかった」「言葉だけは知っていた」と答えた方が、
8割以上を占める結果であった。

４-1. 農業遺産の展示をご覧いただいて農業遺産に興味関心がわきましたか。

【展示をご覧いただいて】

興味・関心がわいた 263

あまり興味・関心が
わかない

43

86%

14%

興味・関心がわいた あまり興味・関心がわかない

展示を通じて8割以上の人に農業遺産について
興味・関心を持っていただくことができた。

「FOOD STYLE Japan 2022」の来場者に対してアンケートを行った結果、当初312人中151
人（48.4％）のみが「農業遺産」について「知っていた」もしくは「言葉だけは知っていた」という
認知であった。イベントで周知をした結果、304人中263人（86.5％）の方に関心を持ってもらう
ことができた。

アンケート前認知度

４８．４％

イベント周知による
関心度

８６．５％



3 今後に向けた提言

「FOOD STYLE JAPAN 2022」の具体的な相談内容

団体名 相談内容

イベント会社（２社）
自社が開催している農林漁業系の展示会に農業遺産ブースを
出展して欲しい。

流通系団体（協会）
農業遺産地域限定の商談会を一緒に企画できないか。
そこに当協会の会員のバイヤーを呼びたい。

ゲーム会社
子会社の外食業態でZ世代に対して格安で特産品を提供する
ことで農業遺産のPRする企画をしたい。

オンライン物販サイト
ＥＣモール内に農業遺産コーナーを作りたい。農業遺産地域の
特産品を国内外向けに販売できないか。

外食企業
自社グループで粉山椒を使用したPRイベントや農業遺産の
フェアを一緒に企画できないか。

輸出事業者
農業遺産のストーリーは海外の方が受けが良い。農業遺産地域
の特産品を輸出したい。

ＮＦＴ事業者
農業遺産の特産品に対してトークンを設定して偽物との識別を
できるようにしてはどうか。

「FOOD STYLE JAPAN 2022」に出展した感想

＜農業遺産に対して＞

⚫ 農業遺産の知名度がまだまだ低い。しかし知ってもらうと興味を持ってくれる人が多くポテン
シャルを感じた。今回の展示会は認知獲得に繋がったと考えられる。

⚫ 国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）や農林水産省のお墨付きは非常に有効だと感じた。

⚫ 来場者の中でも好意的な反応をした方はSDGsや地域性といった環境配慮や自分の地元との

紐付けや郷土意識が強い方が多かった。ＳＤＧｓ等のご時世が追い風になっている。

⚫ 食材等の入手手段として、「インターネット」についで、「イベント、展示会」は情報を得る手段
として活用されており、今後も展示会出展による情報発信は続けるべきである。

＜農業遺産地域の特産品に対して＞

⚫ 興味を持ってくれる人は多いが単品ではなく「農業遺産」というブランドへの相談が多かった。

⚫ 来場者の興味喚起を図る上で、試飲・試食を積極的に実施することも重要で、認定産品を
使用した試食料理等の展開等についても今後、検討していくことが必要であると考える。

⚫ 各商品のパッケージに農業遺産認定を謳わないのは効果を感じられないからではないか。

地域や事業者自らが農業遺産認定地域を誇りに思い、自発的に商品にも謳いたくなるような
「格」が必要と感じた。

⚫ 「農業遺産地域の特産品」というプロモーションとなると、各地域で特産品をリスト化する必要
があり、各市町村地域が連携して取り組む必要がある。

⚫ また、実際に「農業遺産地域の特産品」を取りまとめるとなると行政単位でのサポートでは
限界があり、全国を跨いだ「地域商社」的な機能が必要になってくる。



今後の方向性①：農業遺産・世界かんがい施設遺産の認知度向上

＜ＰＲ資料・広報活動＞

⚫ 農業遺産（日本農業遺産・世界農業遺産）・世界かんがい施設遺産の認知度がまだまだ低い。
そのためより周知を 図るべくＰＲ資料を作成する。すでに日本農業遺産・世界農業遺産の
取り組みを紹介している資料はあるが分厚く重たいため、イベント等で配布するには量を配る
ことが難しい。そのため、「農業遺産・世界かんがい施設遺産とは何か？」を簡易に伝えるＰＲ
資料を作成し、広報活動をしていく。

＜展示会・商談会出展＞

⚫ 本事業のように大きな展示会で「農業遺産ブース」としての出展は初めてであったが、来場者
への関心は非常に高かったと感じている。それは、食品のイベントに農林水産省がブースを
出しているというインパクトもあるが、「農業遺産・世界かんがい施設遺産」の取り組み自体が、
昨今のSDGsの取り組みとマッチしており、来場者の興味を惹いている。そのため、本事業の
みで終わらず、食品や観光など農林漁業分野と相関性の高い展示会・商談会への出展を継
続していく。

＜イベントの開催＞

⚫ 展示会・商談会への出展はその業界関係者への周知としては非常に有効であると考えられ
る。しかし、「農業遺産・世界かんがい施設遺産」自体の周知を高めるためには展示会・商談
会（BtoB向け）のみならず消費者（BtoC向け）のイベントも併行して開催することが望ましい。
また、ただ遺産の周知を図るだけでは消費者の印象に残りづらいため、農業遺産・世界かん
がい施設遺産地域の特産品を活用した料理を提供する「フェア」などを開催することによって
視覚および味覚によって遺産の魅力を伝えていく。



今後の方向性②：農業遺産地域・世界かんがい施設遺産の特産品PR

＜共通マーク＞

⚫ 本事業の商談会に出展した事業者からも要望があったが、「農業遺産・世界かんがい施設遺
産」に認定されたという共通のマークを作成する。現状は、各地域ごとにオリジナルマークを
作成して商品に貼っているなどしているが、認知度を高め、かつブランディングしていくために
は「日本農業遺産・世界農業遺産」共通のマークや「世界かんがい施設遺産」のマークを作成
し、統一的なブランディングをしていく必要がある。これについては行政単位では難しいため、
農林水産省が主導で行うことが望ましい。

＜特産品のリスト化＞

⚫ 「FOOD STYLE JAPAN 2022」に出展時に来場者に要望されたのが、「農業遺産地域の特産
品のリスト」であった。事業者側としては、各農業遺産地域の特産品を取り扱いたいのではな
く、農業遺産地域全体とコラボレーションをしたいという要望が多い。しかし、そのためには各
農業遺産地域ごとに特産品をリストアップして取りまとめる必要がある。これについては各農
業遺産地域の行政担当者が主体として動くことが望ましい。※世界かんがい施設遺産につい
ても同様。

＜役割分担の明確化＞

⚫ 農業遺産および世界かんがい施設遺産の認定地域は一つの市町村ではなく複数の市町村
に跨っている場合が多い。しかし、現状では遺産の認定および維持・管理については主体的
となる市町村にその負荷が偏っているように感じる。「農業遺産」や「世界かんがい施設遺産」
としての周知を広げるためには認定地域の市町村が連携して共同でプロモーションを行って
いく必要があり、そのためにも認定地域内においてしっかりと役割分担をして活動していくくこ
とが望ましい。



今後の方向性③：農業遺産地域・世界かんがい施設遺産の情報発信

＜地域資源の洗い出し＞

⚫ 農業遺産・世界かんがい施設遺産ごとに歴史やストーリーがあり、それ自体での魅力を伝え
ることは重要であるが、遺産のみの情報発信となると発信内容が限られてしまう。 そのため、
全国各地にある遺産の周辺を含めた地域資源・魅力の洗い出しを行う必要がある。遺産のあ
る地域だどういう場所なのか、遺産に関連するイベントのみならず、地域の伝統的な風習や
文化、祭りなどその地域全体の魅力を発信していくことで、その地域を訪れてみたいと思わせ
ることができる。

＜ターゲットの明確化＞

⚫ 情報発信においては「誰にその魅力を届けたいか」が重要になってくる。幅広く届けようとする
とそれだけ情報がブレてしまうので、しっかりとターゲットを設定した上で、そのターゲットに標
準を当てた情報を発信していくことが重要となる。また、ターゲットは国内だけとは限らない。
インバウンドを呼び込みたいと思うのであれば、英語やターゲットにした国の言語で発信する
ことによってハッシュタグなどで検索されるようになる。遺産のみならずその地域や周辺の観
光地域とも連携してターゲットを設定する。

＜情報発信の仕組み作り＞

⚫ 何よりと整えないといけないのが「誰が情報発信を行うのか？」という体制づくりである。現状
では、各遺産の市町村担当者が情報発信を担っている場合が多い。しかし、担当者によって
ITリテラシーに差があり、また定期的に異動があるため担当者によって発信にバラツキがで
てしまう場合が多い。大事なのは、定期的に情報発信をし続けることであり、その体制を「内
部で整えるのか」もしくは「外部委託するのか」も含めて、各遺産ごとに考える必要がある。ま
た、市町村単位で発信する場合は遺産の部署のみで発信するのではなく、他の部署とも連携
してながら順番に発信していくなどの工夫をすることで、市町村全体で情報発信していく仕組
みを構築していく。



具体的な施策

《ＷＥＢ・オウンドメディアの活用》

⚫ 農業遺産すべての情報を集約する。わかりやすい構成と好印象を得るデザインを工夫すること
で、興味を持った方がアクセスし、行動を誘発させる重要なツールとして運用する。

⚫ アクセスデータを活用し、認知率調査と共に広報プログラムに反映。また、WEBメディアとして、
情報の新鮮さや波及力・拡散性・共有性に優れたSNS（Facebook、Twitter、Instagram等）にもア
カウントを開設し情報を発信していく。

⚫ 親しみやすさを醸成するため、堅苦しくないイメージで展開することも検討する他、WEBページへ
の誘導を目的としたリスティング広告、バナー広告(ともにエリアを限定することが可能）について
も検討し 農業遺産を発信していく。

⚫ 社会性や受け手の関心領域に寄り添い、興味・関心を引くサイトの構築で、関与度の低い層に
も「見つけてもらい」やすくし、多様な切り口やストーリーのある情報を発信することで、新しい情
報と接触できるサイトとして、能動的・定期的にリピートを促進する。また、インフルエンサーによ
る情報発信も付加した展開も検討する。

※コンテンツイメージ
「（世界・日本）農業遺産とは」 「農業遺産の認定地域」 「認定地域の産品ここがすごい」
「おすすめレシピ」 「認定地域に行ってみよう/認定地域NOW」 「こだわりの生産方法」
「イベント情報」 …など（＊各地域が自由に情報更新ができるWEBメディアとして展開）

例）日本遺産 ：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/
例）ジビエト ：https://gibierto.jp/

※自治体側にも「農業遺産に認定されたい」という気にさせるような内容にすることが重要。

《農業遺産・世界かんがい施設遺産パビリオンとしての展開》

⚫ 「農業遺産とは」といった基本情報と「認定地域と認定産品」の両輪で展開する方策として、展示
会の出展スペースを大きくし、農業遺産パビリオンとして展開する方策が考えられる。

※展示会主催者の協力・調整を図り、出展料の割引等を行ってもらう。
※日本食PRの海外展開時のジャパンパビリオンのような展開をイメージ。

⚫ パビリオンでは、世界農業遺産・日本農業遺産の情報発信エリアと、各地の認定産品の試食が
できるエリア、各認定地のPR展示エリアで構成すること等を検討する。

《農業遺産地域・世界かんがい施設遺産の特産品のＰＲ》

⚫ メディアおよびバイヤーを招待して、認定産品を使用した試食会等の展開。メディア、バイヤーの
参加意欲を喚起するために、各料理分野のトップシェフに協力を依頼し、認定産品を使用した料
理を開発し、試食していただくイベント開催する。

⚫ 首都圏のレストラン（SCのグルメフロア等）の協力を得て、期間限定で、開発したメニューを一般
の人たちに食べていただくことができる農業遺産フェア等のイベントの開催する。

⚫ 開発したメニューをもとに各認定地域の希望レストラン等へのレクチャー等のワークショップを行
うことで、各地域の名物料理と展開していく。

⚫ 百貨店や大手飲食企業と連携して「北海道フェア」のようなイメージで「農業遺産フェア」を開催
する。

⚫ 学校など教育機関と連携して農業遺産認定地域の食材を活用したメニュー開発や学びと
して農業遺産の歴史や大切さを啓蒙する授業などを展開していく。

https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/
https://gibierto.jp/
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